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序章 

日本人の 2 人に 1 人が、がんと診断される（2018 年データより）現在、がんは身近な疾患となってお

ります。がん治療は日々進歩しているものの、がんと告知をされ、治療を受ける患者やその家族は、治療

や副作用、将来への不安など様々な問題を抱えながら治療と向き合っていることが知られています。そ

の気持ちに薬剤師として寄り添い、支え、不安を少しでも和らげることができるかが薬剤師にも問われ

ており、安心・安全ながん薬物療法を行うために、かかりつけ薬剤師・薬局の存在が重要となります。 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会においても、がん薬物療法における様々な取り組みや独自のツール作成

など、各施設で参考となる取り組みが毎年発表されています。かかりつけ薬剤師・薬局による副作用マネ

ジメントや、患者の服薬状況の共有、治療に対する不安の軽減などの積極的な取り組みは、患者にとって

多くのメリットをもたらし、患者の安心・安全ながん薬物療法の継続に寄与すると考えられます。 

このようなことから、かかりつけ薬剤師・薬局のがん薬物療法に関する業務指針ワーキンググループで

は、抗悪性腫瘍薬を頻繁に受け付けていない保険薬局の薬剤師が、適切に業務を遂行できるための一助

として「かかりつけ薬剤師・薬局におけるがん薬物療法に関するガイダンス」を作成しました。 

本ガイダンスでは、第一章は調剤指針に沿いながら、保険薬局において処方箋を扱う流れの中、抗悪性

腫瘍薬の処方箋を取り扱う上で注意すべき点や行うべき事項を盛り込みました。 

第二章は、過去 5回（2016年～2021年）の日本臨床腫瘍薬学会学術大会にて発表された、保険薬局で

のがん薬物療法において参考となる事例をワーキンググループで抜粋し、選定された事例の発表者各位

の多大なるご理解・ご協力のもと、改めて発表スライド並びにツールや資材のご提供をしていただきま

した。発表時のポスターの内容と使用しているツール（一部改変）を掲載しています。ワーキンググルー

プからはその取り組みに関するコメントとして提言という形でまとめました。 

第三章は、がん患者の目線から捉えた薬剤師という存在を明らかとするために、がん患者への調査とい

う視点で薬剤師によるがん薬物療法の評価について考察しています。 

本ガイダンスで取り上げた取り組みを自身の地域や施設において参考にされ、安心・安全ながん薬物療

法に貢献していただけましたら幸甚です。 

 最後にスライドや資材のご提供に快くご協力いただきました先生方に、この場をもって心より御礼申

し上げます。 

日本臨床腫瘍薬学会理事長 近藤直樹 

かかりつけ薬剤師・薬局のがん薬物療法に関する業務指針 

ワーキンググループ委員長 大塚昌孝
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がん薬物療法における調剤業務の注意点 
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■ 1．処方箋受付から患者情報収集、管理 

(1) 処方箋受付 

処方箋受付時には、適切な保険調剤を行うため、処方箋とともに健康保険証やお薬手帳等の服薬情報を

確認する必要がある。また、高額な治療を行っていることも多いため、健康保険証以外にも公費の受給者

証や限度額認定証の有無など会計に関する内容も確認する必要があり、オンライン資格確認やマイナン

バーカードの保険証利用を行うことで患者が加入している医療保険、自己負担上限額の確認や薬剤情報・

特定健診等情報等を閲覧することができる。さらにがん治療患者においては、適切な薬物治療を支援す

るための情報として、治療の経過を記載した日誌や病院が発行している情報提供書など、治療に関する

情報が載っているものは可能な限り確認することが望ましい。ジェネリック医薬品への変更については、

希望された場合でも先発品との適応の違いや名称変更によるアドヒアランス低下には注意が必要である。

また残薬や体調変化についても確認し、抗悪性腫瘍薬や支持療法薬の飲み忘れ、飲み残しや服用状況に

ついても確認することが望ましい。 

 

(2) 患者情報収集、管理 

薬剤師が扱う情報には医薬品と患者の情報がある。調剤には、モノとしての医薬品の管理と情報の管理

が重要となる。医薬品の情報は常に最新のものを収集し、必要なときに即座に活用できるよう分類整理

に心がける必要がある。また、患者情報の管理に関しては薬剤服用歴（以下「薬歴」という）が重要な役

割を担っており、薬局に対する行政指導指針として、「薬局業務運営ガイドライン（以下「ガイドライン」

という ）」が定められ、平成 5 年 4 月 30 日薬発第 408 号薬務局長通知「薬局業務運営ガイドラインにつ

いて」によって周知されている。ガイドラインに定められる薬歴管理、服薬指導は以下である。 

① 調剤された薬剤ばかりでなく必要に応じ一般用医薬品を含めた薬歴管理を行う 

② 重複投薬や相互作用のリスク防止のための薬歴管理と服薬指導の実施 

③ 患者との対話で得られた情報を基に必要に応じ処方医師と処方の変更等について相談する 

 

(3) 具体的な患者情報の収集・管理・活用 

以下の点に留意する。特に、抗悪性腫瘍薬による治療中の患者で確認すべき情報については下線で記

す。 

 

【患者情報の収集・管理】 

・患者の既往歴、妊娠・授乳、副作用歴・アレルギー歴（医薬品、食品等）、生活像 

・臨床検査値 

・身長・体重・年齢等の身体情報 

・他科受診、他剤併用（要指導医薬品、一般用医薬品、健康食品等を含む） 

・嗜好（たばこ、アルコール等）等 

・レジメンに基づく内容（薬剤名、用法 用量、投与期間、休薬等）の確認 

・患者に最適な疼痛緩和のための情報（オピオイドの使用状況、効果、副作用等） 
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【患者情報の活用】 

・お薬手帳 

・他職種との情報共有 

・地域医療ネットワークの利活用 

・施設間情報連絡書（薬剤管理サマリー） 

・服薬情報提供書（トレーシングレポート） 

・病院から患者が受け取っている治療内容、支持療法、副作用対策等の説明資料 

 

 

〈薬剤師法・薬機法の改正より〉 

令和元年の法改正において、薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や

服薬指導を行うことが義務化された。また、薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供

施設の医師等に提供することが努力義務化された。抗悪性腫瘍薬に特化して、これらの本法改正内容を

踏まえると、患者の症状や訴えと支持療法薬に相違はないか確認し、病態とレジメンを照合することが

重要である。また、服用状況の把握については、患者からの申し出だけでなく来局間隔の妥当性なども確

認することが重要であり、医療機関と適切な情報共有が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ICT を活用した医薬薬連携により外来がん治療患者に対し薬学的管理を行った一例 

 

●外来がん化学療法中の患者に対して、かかりつけの循環器医師と協働し、薬局薬剤師がワルファリン 

の用量調整に関わった１症例 

参考となる発表は？ 

Q1 患者情報の収集管理において重要なことは？ 

Ⅱ章 16 頁参照 
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■ 2．処方監査、疑義照会 

(1) 処方監査 

薬剤師法第 24 条において、『薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付

した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって

調剤してはならない』と記されており、薬剤師は処方箋の内容に関して精査を行うことが法律上求めら

れている。また、処方箋には、先発医薬品名、後発医薬品名、一般名等を用いて記載されるため、医薬品

の確定に注意を要する。処方監査の大まかな内容としては以下の 3 つに区分される。 

① 処方箋の法定要件及び記載事項の確認 

② 処方された医薬品に関する確認事項 

③ 患者情報、薬歴やお薬手帳などに関する事項 

 

特に抗悪性腫瘍薬に関しては、厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュ

アルにおいて「ハイリスク薬」とされる。休薬期間がある薬剤や、レジメン・適応症によって投与量や休

薬期間が異なる場合等も多いので特に注意が必要とされる。患者の状態に応じて投与量が変更となる場

合も多いので、薬歴等も十分に活用する。 

 

【抗悪性腫瘍薬の処方監査時のチェック項目例】 

・薬剤名（後発品によっては適応が異なるので注意する） 

・用法・用量 

・投与期間 

・休薬期間 

・レジメン（医療機関からの情報提供書やお薬手帳も活用） 

・検査値（処方箋に記載がない場合は、患者本人に確認する） 

・病名（問診票を活用し、プライバシーに十分な配慮を行う） 

・薬物相互作用 

・支持療法薬の有無 

・お薬手帳・治療の経過を記載した日誌等 

 

(2) 疑義照会 

 処方監査および患者（または患者の介護者等）から聞き取った内容を基に処方内容に疑義があった場

合は疑義照会を行う。医療機関で点滴治療等を行っている場合も多いため、患者が実施しているレジメ

ン内容を把握したうえで疑義照会を行うことが望ましい。また、ホームページ等で抗悪性腫瘍薬の治療

内容等に関して情報公開を行っている医療機関が増えてきているため、応需する医療機関の情報は日頃

から確認を行う。 

 抗悪性腫瘍薬を含む処方箋の疑義照会として、以下の点に留意したうえで実施することが望ましい。 
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【抗悪性腫瘍薬に関する疑義照会時の留意事項例】 

・医療機関の薬剤部門が疑義照会の窓口になる場合もあるため、患者背景なども含めた疑義の要点を

説明できるようにしてから実施する 

・支持療法薬に関する疑義照会は、具体的な対応策（処方提案等）を予め考えたうえで実施する 

・次回の来院時の対応でも問題ないと考えられる内容の場合には、いわゆるトレーシングレポートに

よる情報提供も考慮する 

・照会内容及び照会結果は、適切に記録し、調剤後のフォローアップに活用できるようにする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和田先生 

 

 

●保険薬局における臨床検査値取り扱いの現状と問題点 

 

●保険薬剤師が独自に行う腎機能検査値の確認の限界と連携の必要性 

 

●検査値を活用した情報提供と今後の課題 

 

●保険薬局における臨床検査値の活用について 

参考となる発表は？ 

Q3 処方監査時に臨床検査値をどのように活用するか？ 

Ⅱ章 32 頁参照 
 

 

●抗がん剤チェックツールの作成と運用～処方監査からテレフォンフォロー、処方提案まで～ 

 

●薬局におけるがん化学療法受療患者の支援について 

 

●大賀薬局九大病院東門前店における処方箋の検査値に基づいた経口抗がん薬の処方監査体制の構築 

とその評価 

●保険薬局におけるカペシタビン監査支援用紙による投与量確認の取組み 

参考となる発表は？ 

Q2 処方監査の標準化を行う手段は？ 

Ⅱ章 21 頁参照 
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■ 3．調剤設計 

抗悪性腫瘍薬は一般的にその安全域の狭さから、誤った投与により重大な事故を引き起こす可能性が

ある。また、がん患者は、例えば大腸がん患者における消化管ストーマや、頭頚部がん患者の嚥下困難な

ど、処方通りの剤形では服薬が困難な場合がある。そのため、薬剤師は抗悪性腫瘍薬が適切に投与される

ような薬学的な工夫を行う必要がある。患者からの聞き取りおよび薬歴等から患者の個別情報を収集し、

調剤設計が必要な薬剤の特定と薬学的な工夫の内容について検討する必要がある。ここでは主に調剤設

計と薬袋作成について紹介する。 

 

(1) 調剤設計 

患者の残存機能に応じて 1 回量包装で薬剤調製することや口腔内崩壊錠等への剤形の変更、簡易懸濁

法の指導等、適切な調剤設計を行うべきである。一方で、1 回量包装での調剤時の抗悪性腫瘍薬表面や PTP

包装からの曝露、散剤調剤時や粉砕時などの曝露には注意が必要となる。機器の清掃や、スタッフ教育等

のマニュアル整備が有効であると言える。詳細な曝露対策はガイドライン等を参考にするとよい。 

 

〈簡易懸濁法〉 

 抗悪性腫瘍薬は代替薬が少ないため、臨床上必要な場合には、簡易懸濁法の可否も検討する。抗悪性腫

瘍薬を簡易懸濁する場合、薬剤ごとの適合性を判断する必要がある。簡易懸濁法に関しては実際には自

宅で患者もしくは介護者により実施してもらうことがほとんどである。その場合には患者が戸惑うこと

が無いように曝露対策を含めて適切な方法を指導する必要がある。診療報酬として、経管投薬が行われ

ている患者が簡易懸濁法を実施する場合において、医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った

場合に算定できる経管投薬支援料などがあるので参考にされたい。 

 

 

(2) 薬袋の作成 

外来患者の薬物療法が適正に行われるための条件の 1 つとして、患者が薬袋に記載された服薬に関す

る情報を正しく理解し、遵守することがあげられる。このためには、薬袋に表示する服薬に関する情報

は、患者自身が容易に理解できるわかりやすい表示であることが必要となる。処方箋中に複数の薬剤が

処方されている場合、①医師の処方番号に従い薬袋を作成し薬剤を調製する、②同一用法をまとめて 1薬

袋として薬剤を調製する、③1薬品ごとに 1 薬袋とし薬剤を調製する、等の方法がある。 

 内服の抗悪性腫瘍薬については、休薬期間が存在する薬剤があること、患者が他の薬剤と混同するこ

とによるリスクが高いことを考慮すると、③の対応や内袋を活用し、他の薬剤とは物理的に分けること

が有用である。また、休薬期間中に誤って抗悪性腫瘍薬を服用しないように、薬袋に服用スケジュールを

記載するなどの対応を行うのが望ましい。制吐療法薬としてのデキサメタゾン等、服用スケジュールが

定まっている支持療法薬についても同様の対応を行う。 
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■ 4．調製された薬剤の鑑査 

 医療過誤を防止する観点から調製された薬剤に対する鑑査の役割は極めて重要であり、鑑査者は自覚

と責任をもってのぞむ心構えが必須である。  

 薬剤鑑査では医師の処方通りに調製されているかを確認することが基本となるが、下記の内容につい

ても確認、鑑査を行うことが推奨される。 

 

【鑑査項目例】 

・後発品への変更の可否や妥当性 

・疑義照会が行われていた際にはその妥当性 

・薬袋表示の妥当性（わかりやすさ） 

・薬の情報を記載した文書、お薬手帳の記載内容 

 

また、薬剤鑑査は、調剤者以外の調製工程を熟知し、患者背景と医薬品情報を統合して処方内容の妥当

性を判断できる薬剤師が行う必要があるが、人員等の問題から調剤者自身が薬剤鑑査を行う場合には、

先入観にとらわれずに実施できる対策を講じることが必要である。 

抗悪性腫瘍薬については、規格や薬剤の取り違い等が重篤な副作用に直結するリスクが高く、特に注意

が必要である。さらに、服用期間と休薬期間の設定が煩雑であることや、処方日と内服開始日に差異があ

ることもあるため、薬袋の記載や説明資料の確認なども重要な確認項目となる。 

 

【調製された薬剤の鑑査手順例】 

① 処方箋の記載内容についての処方監査 

② 薬袋の数や記載内容の確認 

③ 薬剤の特定と実物の確認 

④ 薬剤数の確認 

⑤ 添付する患者用説明資料等の確認 
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■ 5．薬剤の交付と服薬指導 

抗悪性腫瘍薬は、副作用が重篤で発現頻度が高いものが多いため、渡し違いによる影響は、その他の薬

剤に比べて大きなものになる可能性が高い。薬剤の交付時や服薬指導時は、患者の姓だけで確認せず、姓

名を確認するなどの患者確認を確実に行う必要がある。 

 

(1) 薬剤交付における情報提供と指導 

医療機関での説明と齟齬がないように、連携充実加算に係る情報提供書や、退院時薬剤情報管理指導料

に係る情報提供書、治療に関する説明書やパンフレット等をもらっていないか確認し、どのような説明

を受けているか確認することが重要である。どの程度説明すべきか迷う場合などは、必要に応じて RMPに

基づく患者向け資材など、製薬企業等が作成した資料も活用しながら情報提供を行う。また、抗悪性腫瘍

薬の服薬スケジュール、副作用発現時の対応、支持療法薬の使用法等、指導した内容を患者が理解できて

いるか確認を行うことも重要である。 

 

(2) 個人情報の管理 

抗悪性腫瘍薬は、バイオマーカーに応じた治療開発が進み、近年ではがん遺伝子の異常を標的とする薬

剤も増えてきている。がん遺伝子の異常を標的とする医薬品を投薬される患者では、家系にがん遺伝子

異常を持つ可能性も否定できない。そのため、がん治療に関わる患者情報の管理（処方箋や薬歴、お薬手

帳、薬剤情報提供書等）には、特に注意を払う必要があると考えられる。また、医療機関から交付されて

いる情報提供書にもがん遺伝子異常に関する情報が含まれていることもあるため、その取扱にも注意を

払うべきである。 

そのような観点から、抗悪性腫瘍薬に関連する服薬指導を行う際は、可能な限りプライバシーを保てる

落ち着いた環境で対応することが望ましい。プライバシーに配慮した設備が整っていない場合には、声

量を必要最小限に抑える等、他の患者等に聞こえないような配慮も行う必要がある。 

 

 

 

  

 

●外来がん薬物治療患者における保険薬局クリニカルパスの開発と有用性検証 

 

●病院薬剤部と地域保険薬局が協同で作成した抗がん剤服薬指導シートの使用実態と課題 

 

●中信がん薬薬連携乳がんホルモン療法指導ツールの運用と活用の検討  

 

参考となる発表は？ 

Q4 服薬指導時に標準化を行う手段は？ 

Ⅱ章 41 頁参照 
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■ 6．フォローアップ 

(1) 投薬後の患者フォローアップ 

薬機法等の改正により、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う

義務が明確化された。日本薬剤師会「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き（第 1.1版）」には

「薬剤使用期間中の患者フォローアップとは、患者の来局時だけではなく、調剤した薬剤の使用期間中

に適切な形で薬剤の使用状況、併用薬(一般用医薬品等を含む)、 患者の状態や生活環境等を把握すると

ともに、薬学的知見に基づく分析・評価から 必要な対応を実施することにより、薬剤の使用期間中を通

じて、患者が安心できる最適な薬物療法を提供する薬剤師の行動を指す。」と記載されている。 

 

抗悪性腫瘍薬は、その薬剤の特性（例：殺細胞性を有する、有効域と中毒域が接近している等）から考

えて有害事象の発現する可能性が高い薬剤といえる。また、外来治療の場合は、入院治療と異なり患者は

自ら支持療法薬を用いる等して抗悪性腫瘍薬の副作用の予防や対処を行わなくてはならない。以上のよ

うな理由から次回来局までの間に患者フォローアップを行う意義は大きいと考えられる。 

 

抗悪性腫瘍薬使用中の患者フォローアップの主な目的としては、服薬状況・体調変化の確認、有害事象

モニタリング、支持療法薬の適切な使用の支援、患者の不安感の軽減などが考えられる。 

患者フォローアップの手段は、対面（来局・訪問）、電話、また SNS 等の ICTの活用が挙げられるが、

「フォローアップの目的に照らして手段が適当か」、「双方向性が維持されているか」、といった視点で手

段を選択することが重要である。ICT を用いる場合は個人情報保護の観点からセキュリティに対する配

慮が必要である。 

 

(2) 当該医療機関への情報提供 

平成 27 年に厚生労働省により提示された「患者のための薬局ビジョン」にはかかりつけ薬剤師・薬局

が持つべき機能として医療機関等との連携があげられており、調剤後の患者状態を把握するとともに処

方医へのフィードバックを行うことが明記されている。また令和 2 年度診療報酬改定にて「特定薬剤管

理指導加算 2」が新設され、質の高い外来がん化学療法を提供するためには、前項で述べた薬剤使用期間

中の患者フォローアップを行うだけでなく、フォローアップで得られた患者情報を医療機関へ提供する

ことの重要性が示された。 

 

 医療機関への情報提供方法には、直接電話で医師や薬剤師に情報提供する方法と、文書等で提供する

方法がある。適正使用ガイド等を参考に、休薬・減量基準に該当する疑いがある有害事象が発現している

場合や、有害事象により治療継続が困難と判断した場合は直接電話等で迅速に報告し、医師に緊急受診

や抗悪性腫瘍薬の休薬を含めた判断を仰ぐ必要がある。それ以外の緊急性は高くないが、医療機関と共

有すべき情報がある場合は、文書等により医療機関へ情報提供を行う。医療機関へ情報を提供する場合、

予め医療機関と報告手順、文書の受け入れ方法、報告内容のフォーマット等を定めておくことが望まし

い。 
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●経口抗がん薬治療患者における病院- 薬局間 PBPM に基づく受診間テレフォンフォローアップの取 

り組み 

 

●保険薬局における QOL 調査によるがん患者マネジメントの考察 

 

●ダイレクトテレフォンおよび服薬情報提供書を介した外来癌患者の継続的ケア 

 

 

 

参考となる発表は？ 

Q5 継続的なフォローアップに必要なことは？ 

Ⅱ章 54 頁参照 
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■ 7．保険薬局と病院との連携 

前項で示した｢患者のための薬局ビジョン｣では、薬局が持つべき機能として医療機関等との連携があ

げられており、2019 年には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律（薬

機法）」の一部改正する法案が公布され、新たに薬局認定制度として、高度薬学管理機能を踏まえた専門

医療機関連携薬局が導入された。 

 

専門医療機関連携薬局は医療機関との会議への定期的な参加、抗悪性腫瘍薬の使用情報について随時

報告･連絡できる体制の整備等、医療機関との密な連携が求められているが、連携には薬局と医療機関双

方の協力、理解が必要であることは言うまでもない。また、比較的連携を行いやすい門前薬局だけでな

く、患者が利用する地域の薬局に対して、抗悪性腫瘍薬を適切に調剤、交付するための情報や、薬局で薬

剤を交付後の服用状況を共有する仕組み、システムを構築することが重要である。 

 

 抗悪性腫瘍薬の治療を受ける患者に対し、適切な調剤を行うために必要な情報の詳細は｢1．処方箋受

付から患者情報、管理｣、｢2．処方監査、疑義照会｣を参照されたい。それらを共有するための媒体、手法

としては直接の電話、お薬手帳、文書による情報提供書、地域連携ネットワーク等があるが、薬薬連携を

行うためには互いの業務内容や必要とする情報、がん治療に対する知識や経験等、定期的な会議や研修

会を通じて連携に対する考えをすり合わせることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●当地域の薬剤師ネットワーク「つるやくネットワーク」の現状と展望 

 

●調剤薬局におけるがん化学療法の調剤、鑑査、服薬指導に必要な情報の検討 

参考となる発表は？ 

Q7 保険薬局と病院の間で連携を深める方法は？ 

Ⅱ章 73 頁参照 
 

 

●院外処方せんへの検査値 レジメン開示に起因する疑義照会内容の解析と今後の展望 

 

●PBPM 導入による経口抗がん薬の地域連携への課題検討 

 

●「宮城県におけるがん患者支援のための薬薬連携プログラム事業」調剤薬局薬剤による電話フォロー 

アップの導入とその評価 

 

●がん領域における薬薬連携強化の取り組み～薬剤師外来を通じて～ 

 

参考となる発表は？ 

Q6 薬薬連携を円滑に行うために、どのようなツールの活用方法があるか？ 

Ⅱ章 63 頁参照 
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Ⅱ章

事例集
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Q1 患者情報の収集管理において重要なことは？
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キーワード：ICT、テレフォンフォローアップ、トレーシングレポート、薬薬連携

発表年：2020 演題番号：O-19 筆頭演者：松浦綾子 施設：ひかり薬局大学病院前調剤センター

演題名：ＩCTを活用した医薬薬連携により外来がん治療患者に対し薬学的管理を行った一例

本発表では、みやぎ医療福祉情報ネットワーク（MMWIN）を活用し治療経過や検査値、
個別患者ページを介したコミュニケーションを通じた連携の有用性が報告されている。治
療経過や検査値等については、時系列での情報収集が重要となるため、地域情報ネット
ワークを活用した情報収集は有用であると考える。さらに、こういった情報を活用して薬局
がテレフォンフォローアップを行い、次回の外来診察時に薬局から共有された情報が活用
されるという双方向での情報活用が行われることは重要なポイントである。
現在は限られた地域での活用となっているが、今後電子処方箋等の仕組みの中でこう
いった先行事例が活用され、抗悪性腫瘍薬におけるよりよい連携が広く行われることが
望まれる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：一元管理、お薬手帳、かかりつけ、相互作用

発表年：2020 演題番号：O-37 筆頭演者：溝上 泰仁 施設：溝上薬局 医大通り店

演題名：外来がん化学療法中の患者に対して、かかりつけの循環器医師と協働し、薬局薬剤師がワル
ファリンの用量調整に関わった１症例

本発表では、患者の服薬情報を一元管理することで抗悪性腫瘍薬による副作用対応
だけでなく、他医療機関からの処方薬との相互作用に対する継続的な介入を行っている。

2015年に厚生労働省より提示された「患者のための薬局ビジョン」では、すべての薬局
でかかりつけ薬剤師・薬局機能を持つことが示されており、服薬情報の一元的・継続的
把握が求められている。がん薬物療法においては同資料により、「高度薬学管理機能」と
して高度な薬学的管理ニーズへの対応が求められているが、当然患者が関わる他の医
療機関に関する服薬情報も把握、管理すべきである。本発表のようにかかりつけ薬剤
師・薬局として服薬情報を一元的に把握し、相互作用や重複処方を防ぐため各医療機関
に情報提供、介入を行うことが望ましいと考える。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Q2 処方監査の標準化を行う手段は？
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キーワード：チェックツール、処方監査、テレフォンフォローアップ

発表年：2019 演題番号：P234-B 筆頭演者：金田 昌之 施設：日本調剤 島大薬局

演題名：抗がん剤チェックツールの作成と運用～処方監査からテレフォンフォロー、処方提案まで～

本発表では、薬局内で処方監査、服薬指導業務を均質化するためチェックツールを作
成、運用し、その結果を検討している。
抗悪性腫瘍薬の処方を受ける頻度が低い保険薬局において、限られた時間の中処方
監査や治療レジメンの確認、発現しやすい副作用や対処法の指導等、適切かつ施設内
で均一な対応を行うことは難しい。本発表で取り組まれているような、共通で使用可能な
チェックツールを用いることで、必要な対応を均一に行えることが期待される。
また、定期的な施設内勉強会や意見交換会等を通じて、ツールの使用感、効果、ツー
ルを使用するにあたり必要な知識等を随時スタッフ間で確認、更新していくことが望まし
いと考える。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：プロトコール、標準化

発表年：2017 演題番号：1P-105 筆頭演者：坂本亜矢子 施設：株式会社ヒューメディカ うしおだ薬局

演題名：薬局におけるがん化学療法受療患者の支援について

本発表では自施設内で整備した患者支援プロトコールにより、疑義紹介に繋がった成果
を示している。
プロトコールにより処方監査業務を標準化されることで、副作用の早期発見、患者の安
心・安全、医師の負担軽減など、がん医療の質の改善に寄与することが期待される。また
緊急度や重症度に対する対応を体系化している部分などは、より患者への安全な医療に
貢献できていると考えられる。
今後の課題・展望にもあるように、このようなプロトコールを近隣の医療機関や保険薬局
と共有することでさらに広域での患者支援に繋がることが考えられるので、連携のきっか
けとしても有用ではないか。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：フローチャート、チェックシート、疑義照会、適正使用

発表年：2016 演題番号：１Pd-102 筆頭演者：汐待 加織 施設：大賀薬局九大病院東門前店

演題名：大賀薬局九大病院東門前店における処方箋の検査値に基づいた経口抗がん薬の処方監査体
制の構築とその評価

抗悪性腫瘍薬の処方監査の際には適正使用ガイドや添付文書などの確認が必要であ
る。本発表では処方監査手順を検討しフローチャートとチェックシートを作成したことで、
作業手順が明確化され、経験年数によらず、監査の標準化が可能となった。このような取
り組みは新人教育にも繋がる内容である。また、チェックシートにより、未然に副作用重篤
化の回避が期待される。
チェックシートの詳細な項目は、運用開始後、再評価するとともに、病院と協働し、より
有用性が高い内容に作り上げることが求められる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：処方監査、疑義照会、監査支援ツール

発表年：2020 演題番号：P-037 筆頭演者：吉田 貴大 施設：タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店

演題名：保険薬局におけるカペシタビン監査支援用紙による投与量確認の取組み

この発表では、カペシタビンの監査支援用紙を用いることにより患者の正しい治療に寄
与できることが示唆された。カペシタビンのように適応を複数持ち、それぞれ用法用量が
異なる抗悪性腫瘍薬の処方監査は容易ではなく、この発表のように監査支援用紙のよう
なチェックリストを作成することで、薬剤師の処方監査が標準化できると考えられる。また、
項目を明確化することによって疑義照会の際にも相手に伝わりやすくなり連携をより取り
やすくなることも考えられる。
本発表では疑義照会に繋がる割合が多かったため、今後データを蓄積することで更な
る適正使用に繋げていくことができるのではないだろうか。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Q3 処方監査時に臨床検査値をどのように活用するか？
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キーワード：臨床検査値

発表年：2016 演題番号：S4-5 筆頭演者：亀之園 学 施設：鹿児島県薬剤師会薬局

演題名：保険薬局における臨床検査値取り扱いの現状と問題点

抗悪性腫瘍薬による外来治療を安全に行うためには、薬剤の用法用量やレジメンの確
認、適正使用にかかる服薬指導、自覚する副作用に対する対処法を指導するだけでなく、
臨床検査値の確認、監査も重要である。
近年処方せんに臨床検査値を併記する病院やクリニック等も増えてきており、腎、肝機
能等を元にした適正量の確認や、減量、中止基準に関する検査項目を確認するとともに、
本発表のように病院-薬局間で定期的な研修会を行う等、薬薬連携につなげていくことも
非常に重要である。また、処方せんの情報量が増えている今、情報の管理や、患者へ臨
床検査値の利用目的を説明する等、患者のプライバシーに対する配慮もより一層必要と
される。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：処方監査、腎機能、検査値、薬薬連携

発表年：2019 演題番号：P-245*B 筆頭演者：小賀春菜 施設：望星薬局

演題名：保険薬剤師が独自に行う腎機能検査値の確認の限界と連携の必要性

本発表では積極的に検査値を収集し、投与量のチェック等に活用できた事例が紹介さ
れている。また、患者の約半数で検査値が確認できているが、保険薬局の取組のみで、
検査値を確認することの限界も示されている。
検査値が処方箋に添付されていなくとも、保険薬局の取組で検査値の把握に努めるこ
とは重要であり、日頃から検査値について来局患者に確認するような手順を行い、処方
監査に活用することが望ましい。さらに、今後は処方医療機関との情報共有の手段を構
築することが望まれる。
すべての患者に安心安全な抗悪性腫瘍薬による治療を届けるためにも、検査値の共有
だけでなく、様々な面で処方医療機関との連携を深めることの重要性が増してくると考え
られる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：検査値、副作用チェック、疑義照会、トレーシングレポート

発表年：2019 演題番号：S14－2 筆頭演者：中林 保
施設：一般社団法人 京都府薬剤師会 検査値を踏まえた疑義照会事例ワーキンググループ

演題名：検査値を活用した情報提供と今後の課題

京都府薬剤師会は、検査値の活用方法について、疑義照会事例の情報収集と分析を
行っている。本発表は、その中でもがん治療に関係する事例を詳しく解説したものである。
保険薬局でも検査値を目にする機会は増えてきているが、その十分な活用については
課題となっている。薬剤師会主導で、検査値の有効な活用事例を水平展開していることは、
他の地域でも参考にしたい取り組みである。また、情報提供のあり方についても検討する
など、スムーズな連携を行っていく上で参考とできる点が多い。
検査値にも着目した疑義照会や情報提供が増えてくることで、副作用の早期発見や、が
ん医療の質が向上していくことに期待する。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：臨床検査値、クリニカルパス

発表年：2018 演題番号：S14-3 筆頭演者：本田 雅志
施設：総合メディカル株式会社 そうごう薬局天神中央店

演題名：保険薬局における臨床検査値の活用について

本発表ではクリニカルパスの運用により、保険薬局内の臨床検査値の確認の標準化を
行っている。
臨床検査値の確認は、適切な処方監査、副作用評価等において非常に重要である。さ
らに本発表では患者とのコミュニケーションと合わせることで、患者支援の充実等につな
がる可能性が示された。
保険薬局では、患者の安全安心ながん化学療法の実施における臨床検査値の重要性
をしっかりと認識し、積極的に活用することが求められる。臨床検査値の把握が困難な場
合もあるが、医療機関との連携推進等により状況を改善していくことが望まれる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Q4 服薬指導時に標準化を行う手段は？
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キーワード：クリニカルパス、薬薬連携、標準化

発表年：2019 演題番号：PS-005 筆頭演者：江淵 愛（旧姓：谷本）
施設：総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店

演題名：外来がん薬物治療患者における保険薬局クリニカルパスの開発と有用性検証

本発表は、薬剤師個々の知識や技術に依りがちな、がん患者応対について標準的な手
順を作成することで問題点の解消を試みたものである。今回の取り組みによって、がん治
療に対する疑義照会が増えた結果となったのは、標準化された手順により患者の問題点
を効率的に発見することができるようになったことは勿論であるが、それに加えて「標準化
された手順を薬剤師間で共有する」ことによって、各薬剤師に「自分は間違ったがん患者
応対はしていない」という安心感が生まれ、その心のゆとりががん患者にも伝わることで、
薬剤師への相談数の増加もあったのではないだろうか。
一方で、標準的な手順を定めるにあたっては、画一的にはならず、各施設の状況にあ
わせた柔軟なものをそれぞれ検討することが望ましいと思われる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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患者面談前 患者面談

外来がん薬物治療患者支援初回手順

ステップ1 ステップ2 ステップ3
①患者の受ける治療法を確認し、
処方監査を行う
②起こり得る副作用を確認し、
支持療法が適切か確認する

①禁忌疾患
②禁忌・慎重投与併用薬
③用法用量
④投与スケジュール
⑤治療法に対応した支持療法

処方箋、お薬手帳、問診票、
臨床検査値などで確認

治療目的を把握する 治療目的にそった患者支援、患者に寄り添う

がん患者初回確認シート、患者インタビューなどコミュニケーション

①がん種、転移の有無
②手術前か後か
③Performance Status
④放射線など別の治療
上記から治癒目的か
延命・症状緩和目的か
把握

①患者の生活スタイル
（食生活など）

②副作用を確認するうえ
での症状のベース確認

患者の気持ちの確認
心の余裕、治療意欲、
気分の落ち込み、
不安など

患者の理解度確認
①用法用量
②治療スケジュール
③副作用の内容、
予防方法、対処方法

＜書籍など＞
・添付文書
・各薬剤・レジメンについての
メーカーパンフレット
・がん化学療法
レジメンハンドブック
・がん化学療法副作用対策
ハンドブック

＜病院資料＞
・レジメン一覧表
・制吐療法詳細
・副作用への対処法
・飲み忘れ時の対処法

＜書籍など＞
・各がん種の治療
ガイドライン
・がん診療レジデント
マニュアル

＜書籍など＞
・がん化学療法
レジメンハンドブック
・がん化学療法
副作用対策
ハンドブック

＜書籍など＞
・がん患者さんとの
コミュニケーション
読本
・再発がんの治療と
看護

＜書籍など＞
・各薬剤・レジメンに
ついてのメーカー
パンフレット
・がん化学療法
レジメンハンドブック
・がん化学療法
副作用対策
ハンドブック

＜病院資料＞
・副作用への対処法
・飲み忘れ時の対処法

確
認
方
法

確
認
事
項

目
標

参
考
資
料

不適切事項は疑義照会 理解不足部分は再指導し、病院へ報告

図1

総合メディカル株式会社 そうごう薬局天神中央店 がんチーム作成

転用禁止
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患者面談前 患者面談

外来がん薬物治療患者支援2回目以降手順

ステップ1 ステップ2 ステップ3
①来局間隔の確認
②起こり得る副作用症状の整理
③前回との治療に変更がないか
確認

①禁忌疾患
②禁忌・慎重投与併用薬
③用法用量
④投与スケジュール
⑤治療法に対応した支持療法
⑥前回の処方との変更点

処方箋、お薬手帳、事前状況

確認シート、臨床検査値などで
確認

治療実施状況の確認
体調変化、副作用、
効果の確認

治療継続するにあたっての問題点に対して、要因を探り、対策を考え、指導する

患者インタビューなどコミュニケーション、事前状況確認シート

①アドヒアランス
②Performance Status
③副作用、体調変化
④気持ちの変化

アドヒアランスが
不良の場合
①治療意欲
②外的要因

副作用の場合
①グレーディング
②治療継続可否確認
③支持療法が適切か
再確認

患者の理解度再確認
①用法用量
②治療スケジュール
③副作用の内容、
予防方法、対処方法

＜書籍など＞
・添付文書
・各薬剤・レジメンについての
メーカーパンフレット
・がん化学療法
レジメンハンドブック
・がん化学療法副作用対策
ハンドブック

＜病院資料＞
・レジメン一覧表
・制吐療法詳細
・副作用への対処法
・飲み忘れ時の対処法

＜書籍など＞
・各がん種の治療
ガイドライン
・がん診療レジデント
マニュアル
・がん患者さんとの
コミュニケーション
読本
・再発がんの治療と
看護

確
認
方
法

確
認
事
項

目
標

参
考
資
料

不適切事項は疑義照会
理解不足部分は

再指導し、病院へ報告

不適切事項や支持療法の追加が必
要な場合は疑義照会実施

＜書籍など＞
・各薬剤・レジメンについてのメーカーパンフレット
・がん化学療法レジメンハンドブック
・がん化学療法副作用対策ハンドブック
・CTCAE ver4.0

＜病院資料＞
・副作用への対処法
・飲み忘れ時の対処法

図2

総合メディカル株式会社 そうごう薬局天神中央店 がんチーム作成

※下線部は初回手順との相違点

転用禁止
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理解度確認シート
ID: 　　　名前： 記入日：　    /　　　/

診療科：　　　　 　　　主治医：　 （初回　１／2　・　2回目　・　3回目　　）

★カペシタビンチェックシート ★カペシタビンチェックシート（薬剤師用）

・服用スケジュールについて理解できているか

□ 何週間服用何週間休薬？ A法：21日服用7日休薬　B法：14日服用7日休薬

□ 1回の服用量は？ 例）300ｍｇ×5錠

□ １日何回服用するか？ 1日2回

□ 食後服用　or　空腹時服用？ 食後服用

□ 飲み忘れた時はどうするか？
飲み忘れた場合は次の服用から再開

（12時間間隔で服用してもらうのが理想。
±2時間までは許容範囲）

□ ・副作用について理解できているか

□ 手足症候群 手足の痛み・赤く腫れる・日常生活に制限

□ 感染症（白血球減少） 38℃以上の発熱

□ 貧血 動悸・息切れ・めまい

□ 下痢 激しい下痢、排便回数5回以上

□ 口内炎 広範囲、痛みで食事が摂れない

□ 悪心・嘔吐 症状が強く長く続く、食事が摂れない

□ 食欲不振 症状が続く

□ 血小板減少 あざができる・歯茎の出血

口内炎

悪心・嘔吐

食欲不振

血小板減少

転用禁止

血中ビリルビン増加、リンパ球減少

・副作用について理解できているか

・服用スケジュールについて理解できているか

手足症候群

感染症（白血球減少）

貧血

下痢

何週間服用何週間休薬？

1回の服用量は？

１日何回服用するか？

食後服用　or　空腹時服用？

飲み忘れた時はどうするか？
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キーワード：服薬指導シート、トレーシングレポート、薬薬連携

発表年：2020 演題番号：O-34 筆頭演者：喜田 博美 施設：東淀川薬局柴島店

演題名：病院薬剤部と地域保険薬局が協同で作成した抗がん剤服薬指導シートの使用実態と課題

本発表は地域医療支援病院と近隣の保険薬局９施設が定期的な連携ミーティングを開
催し、服薬指導シート及びトレーシングレポートの統一化を行った。さらに、統一化を行っ
た服薬指導シート等の使用感に関するアンケートを実施した。この取り組みにより薬局薬
剤師の経験年数に関わらず、抗悪性腫瘍薬の監査や服薬指導の質をある程度確保する
ことが可能であったことを報告している。同じ尺度を用いるため薬剤師間の引継ぎ等もス
ムーズであり、継続したフォローアップが容易となったことを報告している。
一般的に保険薬局では多種多様の疾患を扱うことが多く、必ずしもがん治療に精通し
ているとは限らない。その一方で、患者からがん治療に関するサポートを求められること
も多く、地域の保険薬局が担う役割は大きい。
今後は、近隣の保険薬局の範囲を広げることや、特定のエリアに限らずに普及させるよ
うな取り組みを行うことで、より安全で適切な治療の提供ができる可能性がある。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：薬薬連携、副作用管理、ホルモン療法、患者用指導ツール

発表年：2019 演題番号：P-278 筆頭演者： 野村 香織 施設：ほんじょう薬局

演題名：中信がん薬薬連携乳がんホルモン療法指導ツールの運用と活用の検討

本発表で整備した乳がんホルモン療法指導ツールは、薬剤師による指導・副作用管理
を標準化し、網羅的に行うための一助となると考えられる。さらに、本ツールは患者が携
帯し持参するタイプであるため、患者自身の体調変化への気づきをうながすことできる等
といった利点があると考えられる。

患者携帯型のツールは患者指導の標準化、患者自身による日誌としての活用、医療機
関-保険薬局間のシームレスな連携手段となる等様々な点において有用である。地域の

実情に合った形にするためには、連携・協議しながらツールを作成することが望ましい。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Q5 継続的なフォローアップに必要なことは？
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キーワード：PBPM、テレフォンフォローアップ、トレーシングレポート、薬薬連携

発表年：2019 演題番号：P-270 筆頭演者：下村直樹 施設：日本調剤柏の葉公園薬局

演題名：
経口抗がん薬治療患者における病院- 薬局間PBPMに基づく受診間テレフォンフォローアップの取り組み

本発表で整備した経口抗がん薬治療管理のプロトコールは、がん患者の診療を行う医
療機関の近隣の保険薬局のみならず、地域で様々な医療機関からの処方箋を受けてい
る保険薬局でもPBPMとして活用可能なものである。プロトコールにより、対応すべき事項、
判断のための考え方などが共有されることで、患者のために対応すべき業務の標準化や
効率的な服薬指導等にもつながる。

PBPMを活用し、プロトコールに基づくかかりつけ薬剤師・薬局と医療機関との連携を行
うことにより、副作用の早期発見、患者の安心・安全、医師の負担軽減など、がん医療の
質の改善に寄与することが期待される。

ＷＧより提言

参考となる発表は？

 
55



0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

 
56



キーワード：QOL調査、テレフォンフォローアップ

発表年：2018 演題番号：P-124 筆頭演者：久田健登 施設：望星薬局

演題名：保険薬局におけるQOL 調査によるがん患者マネジメントの考察

本発表では、例数は限定的であるが、保険薬局のサポートによりQOLに改善が見られ
たとの結果が示唆されている。
抗悪性腫瘍薬による治療を行う患者は、医療機関において医師や薬剤師等から治療に
ついての説明を聞いていることが多い。しかし、抗悪性腫瘍薬への不安感等を抱えて保
険薬局に来局する場合も多いと考えらえる。保険薬局では、薬の説明を行うだけでなく、
患者の不安感等に寄り添うとともに、調剤後も含めた全体的なサポートが期待されている。
それぞれの患者にどのようなサポートのニーズがあるかは、大きく異なるため、かかり
つけ薬剤師・薬局の職能の発揮が期待されると考えられる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Clavien-Dindo分類 Ⅰ Ⅱ Ⅲa Ⅲb Ⅳa Ⅳb
CTCAE 1 2

✔臨床所見のみで治療を要さない ✔内科的治療を要する - ✔全身麻酔下での治療を要する - - Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲa　・　Ⅲb　・　Ⅳa　・Ⅳb

✔症状がないまたは軽度の症状がある
✔臨床所見または検査所見のみ
✔治療を要さない

中等症
✔最小限/局所的/非侵襲的治療を要する
✔年齢相応の身の回り以外の日常生活動
作の制限

０　・　１　・　２　・　３　・　４

✔2,000mL/日以上の腸液排出を認めるが
治療を要さない

✔2,000mL/日以上の腸液排出に脱水また
は電解質異常を伴い静脈内輸液を要する

- - - - Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲa　・　Ⅲb　・　Ⅳa　・Ⅳb

ベースラインと比べて・・・
✔＜4回/日の排便回数増加
✔人工肛門からの排泄量が軽度に増加

ベースラインと比べて・・・
✔4－6回/日の排便回数増加
✔人工肛門からの排泄量が中等度増加

０　・　１　・　２　・　３　・　４

ヘモグロビン
✔＜LLN-10.0g/dL
✔＜LLN-6.2mmol/L
✔＜LLN-100g/L

ヘモグロビン
✔＜10.0-8.0g/dL
✔＜6.2-4.9mmol/L
✔＜100-80g/L

消化不良
✔軽度の症状がある
✔治療を要さない

✔中等度の症状がある
✔内科的治療を要する

０　・　１　・　２　・　３　・　４

腹痛 ✔軽度の疼痛
✔中等度の疼痛
✔身の回り以外の日常生活動作の制限

０　・　１　・　２　・　３　・　４

腹部膨満感 ✔腸管の機能や経口摂取に変化なし
✔症状がある
✔経口摂取の低下
✔腸管機能の変化がある

０　・　１　・　２　・　３　・　４

✔臨床所見または検査所見のみで治療を要
さない

✔PPIや膵酵素阻害薬などの内科的治療や
経腸的/経静脈的栄養管理を要する（TPNを
含む）

- ✔全身麻酔下での治療を要する - - Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲa　・　Ⅲb　・　Ⅳa　・Ⅳb

✔軽度の症状がある
✔治療を要さない

✔中等度の症状がある
✔内科的治療を要する

０　・　１　・　２　・　３　・　４

骨粗鬆症
✔画像で所見あり
✔骨塩密度（BMD）tスコアが-1～-2.5（骨量
減少）身長の低下がなく、治療を要さない

✔BMDtスコア＜-2.5
✔身長低下が＜2cm
✔骨粗鬆症に対する治療を要する
✔身の回り以外の日常生活動作の制限

０　・　１　・　２　・　３　・　４

悪心 ✔摂食習慣に影響のない食欲低下
✔顕著な体重減少、脱水または栄養失調を
伴わない経口摂取量の減少

０　・　１　・　２　・　３　・　４

嘔吐
✔24時間に1-2エピソードの嘔吐
（1エピソード＝5分以上間隔が開いたもの）

✔24時間に3-5エピソードの嘔吐
（1エピソード＝5分以上間隔が開いたもの）

０　・　１　・　２　・　３　・　４

口内炎
✔症状がないor軽度の症状がある
✔治療を要さない

✔中等度の疼痛
✔経口摂取に支障がない
✔食事の変更を要する

０　・　１　・　２　・　３　・　４

食欲不振 ✔食生活の変化を伴わない食欲低下
✔顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂
食量の変化
✔経口栄養剤による補充を要する

０　・　１　・　２　・　３　・　４

味覚障害 ✔味覚の変化はあるが食生活は変わらない

✔食生活の変化を伴う味覚変化
（例：経口サプリメント）
✔不快な味
✔味の消失

０　・　１　・　２　・　３　・　４

色素沈着
✔体表面積の≦10%を占める色素沈着
✔社会心理学的な影響はない

✔体表面積の＞10%を占める色素沈着
✔社会心理学的な影響を伴う

０　・　１　・　２　・　３　・　４

発疹
✔体表面積の＜10%を占める
✔局所治療を要する

✔体表面積の10-30%を占める
✔内服治療を要する

０　・　１　・　２　・　３　・　４

流涙 ✔治療を要さない ✔治療を要する ０　・　１　・　２　・　３　・　４

ベースラインと比べて・・・
✔7回/日以上の排便回数増加
✔人工肛門からの排泄量が高度に増加

✔生命を脅かす
✔緊急の外科的処置を要す
る

症状

転用禁止

- -

-

分類 該当Grade
3 4

✔24時間に6エピソード以上の嘔吐
（1エピソード＝5分以上間隔が開いたもの）
✔TPNまたは入院を要する

✔生命を脅かす
✔緊急処置を要する

✔生命を脅かす
✔緊急処置を要する ０　・　１　・　２　・　３　・　４

血液100mL中のヘモグロビン量の減少。

ダンピング症候群
✔重症または医学的に重大であるが直ちに生命を脅かすもの
ではない
✔入院または入院期間の延長を要する
✔活動不能/動作不能
✔身の回りの日常生活動作の制限

✔生命を脅かす
✔緊急処置を要する

下痢

対象患者情報
最終受付　日付；　　　 　受番；

-

✔体表面積の＞30%を占める
✔静注治療を要する

-

- -

✔身長低下が≧2cm
✔入院を要する
✔身の回りの日常生活動作の制限

-

✔外科的処置を要する

✔カロリーや水分の経口摂取が不十分
✔経管栄養/TPN/入院を要する

-

✔高度の疼痛
✔経口摂取に支障がある

✔生命を脅かす
✔緊急処置を要する

-

✔顕著な体重減少or栄養失調を伴う
（例：カロリーや水分の経口摂取が不十分）
✔静脈内輸液/経管栄養/TPN を要する

✔生命を脅かす
✔緊急処置を要する

胃食道逆流性疾患
✔高度の症状がある
✔外科的処置を要する

-

貧血

ヘモグロビン
✔＜8.0g/dL
✔＜4.9mmol/L
✔＜80g/L
✔輸血を要する

✔高度の症状がある
✔外科的処置を要する

-

✔高度の疼痛
✔身の回りの日常生活動作の制限

-
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キーワード：テレフォンフォローアップ、統一フォーマット、薬薬連携

発表年：2018 演題番号：P-222 筆頭演者：三星 勇輝 施設：クオール薬局美濃店

演題名：ダイレクトテレフォンおよび服薬情報提供書を介した外来癌患者の継続的ケア

本発表では、処方頻度の高い経口の抗悪性腫瘍薬に絞り、服薬情報提供書の統一
フォーマット化を行った。
このフォーマットを基にテレフォンフォローアップを行うことで、副作用の早期発見、医療機
関への適切なフィードバックが可能となった。
外来化学療法が中心となり経口の抗悪性腫瘍薬が普及することで、保険薬局では今ま
で以上に副作用フォローアップや支持療法支援が求められている。がん化学療法の副作
用は急性期のみならず、遅発期にも生じるため、患者の自宅での様子を聞き取ることが
重要である。副作用の好発時期にテレフォンフォローアップを行うことでより安全で安心な
がん化学療法の継続が実現できる可能性がある。
対象薬剤を増やすことや、特定のエリアに限らずに普及させることで、より安全で適切
な治療を提供できる可能性がある。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Q6 薬薬連携を円滑に行うために、どのようなツールの
活用方法があるか？
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キーワード：薬薬連携、プロトコール、検査値

発表年：2019 演題番号： S10-3 筆頭演者：川本梨絵 施設：株式会社パルス パルス薬局手稲店

演題名：院外処方せんへの検査値 レジメン開示に起因する疑義照会内容の解析と今後の展望

本発表では、病院と保険薬局の合同WGにおいて、フローチャート作成・共有し、医療機
関の検査値開示に伴い腎機能別投与量一覧などを作成・共有したことで、標準化した対
応が可能になったと報告している。
特に経口の抗悪性腫瘍薬だけの場合、すべての患者対応を病院で行えていない場合
も多く、保険薬局での薬剤師の対応が非常に重要になる。そこで腎機能による投与量の
是正や、有害事象の早期発見は非常に患者貢献できる部分であることが予想される。
今後の課題・展望にもあるように、このようなツールやWGの取り組みが地域全体に広
がることで、多くの患者の医療の質に寄与できると考えられる。またWG内で、さらに質の
高いツール作成も望まれる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：PBPM、テレフォンフォローアップ、トレーシングレポート

発表年：2019 演題番号：P-273 筆頭演者：丹原 由希 施設：クオール薬局港北店

演題名： PBPM 導入による経口抗がん薬の地域連携への課題検討

本発表では、経口の抗悪性腫瘍薬の副作用発現時期や副作用が発現した場合の対策
などを予め検討し、処方元の医療機関と協議した上でフォローアップを行うことにより患者
の治療に寄与できていることが示された。経口の抗悪性腫瘍薬はフォローアップの中でも
特に対象になりやすい薬剤であるが、この調査のようにPBPMを取り入れたフォローアップ
を行うことで患者の治療がより安全になると予想される。
考察にもあるように、今後地域での勉強会開催などによってこういった薬薬連携が円滑
になることで、多くの患者の治療の質を向上させることができると考えられる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：PBPM、テレフォンフォローアップ、トレーシングレポート、薬薬連携

本発表は、拠点病院と地域の保険薬局が連携し、患者フォローアップのPBPMを作成し
て薬薬連携に取り組んでいるところが特徴である。
日頃、連携実績の無い施設間では、薬薬連携への取り組みは敷居が高く感じられる
ケースもあると思われるが、患者フォローアップのプロトコールを地域で示すことによって、
かかりつけ薬局が参画する薬薬連携を円滑にし、機会を増やすことにもつながることが予
想される。
このような取り組みが他の地域へ広がっていくこと、フォローアップ方法の多様化に対応
していくことなどによって、がん医療の質が向上していくことに期待する。

発表年：2019 演題番号：P-268 筆頭演者：土屋 雅美 施設：宮城県立がんセンター薬剤部

演題名： 「宮城県におけるがん患者支援のための薬薬連携プログラム事業」
調剤薬局薬剤による電話フォローアップの導入とその評価

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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キーワード：薬剤師外来、連携ツール、薬薬連携、情報共有

発表年：2016 演題番号：2Pd-236 筆頭演者：福長豊己 施設：マツダ病院薬剤部

演題名：がん領域における薬薬連携強化の取り組み～薬剤師外来を通じて～

本発表では、薬剤師外来を開始するにあたり、事前に保険薬局を対象としたアンケート
調査を実施し、その結果からレジメン情報や支持療法、副作用情報などを共有するため
のツールを作成し、「治療日誌」として患者を通じて共有する方法を採用している。
薬剤師外来の開始は、薬薬連携を進めるためには有用な取り組みである。 一方で、共
有された情報が有効に活用されるためには、保険薬局側のニーズに合った情報提供が
行われる必要があり、本ツールの活用により円滑な連携が進む可能性がある。
本発表では病院から保険薬局に提供される情報について検討されているが、患者の治
療に貢献するためには保険薬局側から提供する情報についても検討する必要があり、双
方向での情報提供とその活用が望まれる。

ＷＧより提言

参考となる発表は？

 
70



97
65

0
0
20
40
60
80
100

57 49 49
40 36 35 34 28

13 6 1
0
20
40
60
80

100

51
47 46

39 37 36

25
19

7
1

0

20

40

60

 
71



 
72



Q7 保険薬局と病院の間で連携を深める方法は？
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キーワード：グループディスカッション、ネットワーク、研修会、薬薬連携

発表年：2019 演題番号：O-083 筆頭演者：阿部 和人 施設：鶴岡市立荘内病院 薬局

演題名：当地域の薬剤師ネットワーク「つるやくネットワーク」の現状と展望

本発表では、保険薬局と病院との連携を深めるために、ネットワークを作り、グループ
ディスカッションを行うことが有用であると示されている。特に、病院薬剤師が間に入り、医
師や看護師、管理栄養士等の職種との橋渡しを行う事が連携の鍵である。“顔の見える
関係”とよく言われているが、コロナ禍では直接対面することが難しくなっているため、オン
ライン研修等の仕組みを確立することが求められる。
各地域ごとに、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が連携に関する課題を相談し、安全なが
ん治療に貢献することが期待される。

ＷＧより提言

参考となる発表は？

 
74



 
75



キーワード：薬薬連携、情報共有、レジメン、業務達成度

発表年：2017 演題番号：1P-107 筆頭演者：川口 文誉 施設：横須賀共済病院 薬剤科

演題名：調剤薬局におけるがん化学療法の調剤、鑑査、服薬指導に必要な情報の検討

外来がん薬物治療において効果的な薬薬連携を行う上で、適切な情報共有は不可欠で
ある。本発表において「必要な情報」として上位に挙がってきた「病名」「告知の有無」「病
院でのレジメン指導内容」などは、薬薬連携の第一歩を始める上で根底にある情報となる。
一方で、薬局薬剤師が外来がん薬物治療患者それぞれの生活状況の応じたアドバイス
や患者個々の気持ちの変化に寄り添うことなど、より進んだ患者本位の目線に立つには、
それ以上の連携が必要となってくると思われる。その時は、本発表を行った時点では必要
な情報としては上位にランクインしなかった、「連絡窓口」や「情報交換会」などを設置する
ことが、患者個々に応じたきめ細やかな対応を行う上で求められてくるだろう。

ＷＧより提言

参考となる発表は？
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Ⅲ章 

がん患者への調査という視点における 

薬剤師によるがん薬物療法の評価 
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これまで第Ⅰ章では、服薬指導や調剤後フォローアップを含んだ、がん薬物療法における広義の調剤業

務における留意点を医薬品適正使用や医療安全の観点から考察した。これを受けて第Ⅱ章では、がん薬

物療法に関する薬剤師の具体的な業務事例を参考資料として過去に学会などで発表された内容を著者の

承諾を得た上で掲載した。 

そこで第Ⅲ章では、がん患者の目線から捉えた薬剤師という存在を明らかとするために、がん患者への

調査という視点で薬剤師によるがん薬物療法の評価について考察した。 

1. がん患者への調査という視点における薬剤師によるがん薬物療法の評価

近年の我が国におけるがん患者への調査情報を得るために、医学中央雑誌において、以下の検索式にお

いて論文検索を行った。 

(がん患者/AL and 調査/AL and (薬剤師/TH or 薬剤師/AL)) and (DT=2017:2022 PT=原著論文)。 

その結果 52件の論文が該当し、うち 6件に関しては明らかに内容が異なることから除外した。得られ

た 46件の調査対象を分類したところ、診療録調査が 23件（50％）と、最も多く、患者調査 7件（15.2％）、

薬剤師調査（15.2％）と続いた。 

患者調査の 7 件のアウトカムとしては、モニタリング機器の評価や開発したアプリケーションの有用

性などの情報機器系が 2 件、外来での薬剤師による介入の有用性が 2 件、電話による薬剤師の患者サポ

ート、また薬剤師による服薬指導が副作用による不安や、服薬自己調整に及ぼす影響などの、3件が薬剤

師業務系であった。 

この 3 件の薬剤師業務系患者調査が、すなわち、がん患者の目線から捉えた薬剤師自身の評価に関す

る研究であったことから以下にこの研究内容を紹介する。 

(ア)熊谷らは、がん患者を対象に治療中に患者が使用する薬剤の副作用に関する情報源の実態を調査

した。初発のがん患者 488 人を対象に、Web方式の質問紙調査を行った。これによると医療従事者

以外の情報源で抗がん剤の副作用に関して自ら調べたり見聞きしたりした経験は回答者全体の約

7割であった。また約 28%の患者は自身で薬の服薬調節を考えているとされ、治療開始時に薬剤師

から説明を受けたことは自らの服薬調節を「考えた」原因になり得ると述べられていた。このため

抗がん剤治療の開始時に、薬剤師ががん患者に治療薬の説明を積極的に推進すべきと結論した。医

療薬学(1346-342X)46巻 11 号 Page628-639(2020.11) 

(イ)大澤らは、がん患者の化学療法に対する不安を和らげることを目的に、服薬指導が副作用の不安に

及ぼす影響について検討した。薬剤師の服薬指導を受けた肺癌患者 46名を対象として、服薬指導

前後でアンケート調査を行い副作用の不安軽減に関連する因子を検討した。この結果、服薬指導は

患者の副作用に対する不安を有意に軽減し、この理由は副作用発現時の対処法の理解度が増加し

たことによるもの (オッズ比;0.056、p=0.008)であることを明らかとした。これにより、薬剤師に

よる服薬指導により患者の不安の軽減することができると結論した。 

肺癌(0386-9628)59巻 5号 Page458-462(2019.10) 

(ウ)村田らは、経口抗がん薬治療患者に対し保険薬局薬剤師が 61名の患者に対して計 110回のテレフ

ォンフォローアップ（電話による患者サポート）を実施した。このフォローアップを受けた患者の

約 90%が「安心に繋がった」等と回答した。経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師のテレフォンフ

ォローアップは、患者が安心して治療を受けられる環境を提供できたと結論した。 
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日本臨床腫瘍薬学会雑誌(2189-129X)9巻 Page5-12(2019.01) 

2. がん患者は薬剤師に何を求め、何を期待しているのか？～Web調査を通して～

1.では、がん患者の目線から捉えた薬剤師自身の評価に関する 3つの研究を紹介した。近年 5年間

に我が国で報告された研究において、この報告数が多いのかあるいは少ないのかについては言及するこ

とはできないが、これら報告だけでがん患者さんの薬剤師に対する評価を網羅的に示したとは言い難

い。そこで、著者が日本臨床腫瘍薬学会 2020（シンポジウム S1）において、発表した講演「がん患者

は薬剤師に何を求め、何を期待しているのか？～Web調査を通して～」について概略をご紹介したい。

発表では、著者ら JASPO一般市民・がん患者への普及・啓発活動作業班が、厚労省事業の一環で実施し

た調査およびその結果を紹介した。具体的な調査は Web調査会社に登録されたがん患者パネルを対象

に、これまで、がん患者さんが薬剤師とどこで、どのような関りがあったか、また関わった際のエピソ

ードについて調査し、結果を解析したものである。調査に至った仮説としては、これまで薬剤師はがん

薬物療法に対して積極的な取り組みを行っていることにより、1）がん薬物療法の質は確実に向上して

いる。2）薬剤師の関わったことに対して患者さんは満足している。という 2つが挙げられたが、2）に

ついては殆どエビデンスが存在しないという現状があったことによる。そしてこの調査により明らかと

なったことは、保険薬局や入院中の病室、あるいは外来化学療法室等、様々なシチュエーションでがん

患者さんは薬剤師と遭遇しているが、多くの方々が薬剤師の存在を非常高く評価し、化学療法や補助療

法に関することは当然のことながら薬剤師が患者さんの精神的な強い支えとなっていたことが示され

た。また多くの自由記述回答からは、闘病中の患者さんと薬剤師との関係を綴ったエピソードを得るこ

とが出来た。なお調査の詳細については投稿論文とする予定であることから、追ってそちらを参照され

たい。なお、このエピソード部分に関しては、「がん患者さんと薬剤師の絆集」として JASPOのホーム

ページよりダウンロードすることができるので、是非ともお目通しいただければ幸いである。 

今回の調査によって、がん薬物療法への薬剤師の関わりに対して、患者目線からの本音を得ることが

出来たと考えている。定量的な結果および患者のコメントを確認する限り、薬剤師にする信頼は厚く、

仮説とした 2）薬剤師の関わったことに対して患者さんは満足している。はある程度証明できたのでは

ないかと考えられた。 

本調査がかかりつけ薬剤師・薬局のがん薬物療法に関する業務の一助になることを望む。 
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ご協力いただいた先生（敬称略、発表当時の所属で記載） 

 

（あ 

阿部 和人 鶴岡市立荘内病院 薬局 

江淵 愛（旧姓 谷本） 総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店 

（か 

亀之園 学 鹿児島県薬剤師会薬局 

喜田 博美 東淀川薬局柴島店 

川口 文誉 横須賀共済病院 薬剤科 

川本 梨絵 株式会社パルス パルス薬局手稲店 

金田 昌之 日本調剤 島大薬局 

小賀 春菜 望星薬局 

（さ 

坂本 亜矢子 株式会社ヒューメディカ うしおだ薬局 

汐待 加織 大賀薬局九大病院東門前店 

下村 直樹 日本調剤柏の葉公園薬局 

（た 

土屋 雅美 宮城県立がんセンター 薬剤部  

丹原 由希 クオール薬局港北店 

（な 

中林 保   一般社団法人 京都府薬剤師会 検査値を踏まえた疑義照会事例 

ワーキンググループ 

野村 香織 ほんじょう薬局 

（は 

福長 豊己 マツダ病院薬剤部 

本田 雅志 総合メディカル株式会社 そうごう薬局天神中央店 

久田 健登 望星薬局 

（ま 

松浦 綾子 ひかり薬局大学病院前調剤センター 

溝上 泰仁 溝上薬局 医大通り店 

三星 勇輝 クオール薬局美濃店 

（よ 

吉田 貴大 タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店 
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かかりつけ薬剤師・薬局のがん薬物療法に関する業務指針ワーキンググループ 

 

委員長     大塚 昌孝〔有限会社つくし薬局〕 

副委員長    髙山 俊輔〔埼玉医科大学国際医療センター薬剤部〕 

委員（リーダー）伊藤 剛貴〔草加市立病院薬剤部〕 

委員（リーダー）下村 直樹〔日本調剤柏の葉公園薬局〕 

委員      金澤 裕子〔保生堂薬局〕 

委員      立澤 明〔アポクリート株式会社〕 

委員      坪田 留央依〔株式会社バンブー薬局事業部〕 

委員      樋口 昇大〔国立国際医療研究センター病院〕 

委員      文 靖子〔厚生労働省医薬•生活衛生局医薬品審査管理課〕 

委員      本田 雅志〔総合メディカル株式会社 そうごう薬局天神中央店〕 

委員      和田 敦〔株式会社ＭｅｄｉＦｒａｍｅ〕 

 

アドバイザー  加藤 裕芳〔東邦大学薬学部医療薬学教育センター臨床薬効解析学研究室〕 

アドバイザー   濃沼 政美〔帝京平成大学薬学部〕 

アドバイザー   牧野 好倫〔埼玉医科大学国際医療センター〕 
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